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開館期間・時間等 

 

○ 開館期間・時間 

  以下の閉館日を除く通年 平日    9:00～21:00  ／土日祝日 10:00～21:00 

○ 閉館日 

・ 12/29～1/3 を含む年末年始の休業期間 

・ 大学入試センター試験日 

・ 東京大学第二次学力試験日(前期日程) 

・ 全学停電日(12 月第 2週の土日を予定) 

・ その他、教養学部および駒場コミュニケーション・プラザが必要と認めた日 

○ その他、一般の予約が受けられない日程・教室 

・ 教科書販売所 （多目的教室４ 準備・片付期間を含め３～５月中旬、９～11月中旬） 

・ 新入生健康診断 （北館全体 ４月前半） 

・ 駒場祭開催日およびその準備日 （北・和館全体 11 月下旬） 

 

○ 施設利用における区分 

  館内の各教室は、右の利用単位ごとに

貸出を行います。学生会館等とは区切り方

が違います。利用の際は注意してください。 

北館・和館の各室を占有して利用したい

場合、駒場コミュニケーション・プラザへの団

体登録（７ページ）が必要です。利用種別、

利用上限等は、１０ページ以下を確認してく

ださい。 

 

施設利用単位区分 

   ▽平日         ▽土日祝日 

    Ⅰ  9:00～10:30 Ⅰ 10:00～10:30 

    Ⅱ 10:40～12:10 Ⅱ 10:40～12:10 

    昼 12:20～12:50 昼 12:20～12:50 

    Ⅲ 13:00～14:30 Ⅲ 13:00～14:30 

    Ⅳ 14:50～16:20 Ⅳ 14:50～16:20 

    Ⅴ 16:30～18:00 Ⅴ 16:30～18:00 

    Ⅵ 18:10～21:00 Ⅵ 18:10～21:00 

各種受付時間 
○ 随時予約・和館予約（抽選日以外） 

    月～金 9:30～17:00 

利用予約の締切日は、原則、利用日直前の平日です（詳細は、各予約方法の記載ページへ）。 

多目的教室の当日予約は、Ｉ限利用分については開館時間から、V・VI 限利用分については9:30以

降閉館まで申請を受け付けます（多目的教室当日予約に限り、土日祝休日も受け付けます）。 

○ 和館予約抽選受付 

    予約開始日 9:30～12:20 

○ その他各種受付 

    毎日 開館時間中随時 
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利用上の注意（北・和館共通） 
 ３７ページの利用規則ならびに、以下の共通注意事項、それぞれ「利用上の注意（北館）」「利用上の注意（和

館）」を守ることが必要です。なお、一部内容について、共通の注意事項と、それぞれの注意事項に重複する記

載があります。 

 

１．利用時間の厳守 

 鍵の貸出は、利用単位開始後から行います。ただし、前単位の利用団体が利用を終了しているときに限り、

利用時間の 10分前から教室の鍵を貸し出します。 

 鍵の返却は、必ず利用単位の終了時間までに行ってください。返却遅延が重なる場合、利用制限の対象と

なることがあります。 

 鍵の貸出・返却はいずれも開館時間中に受付けます。時間を厳守してください。 

２．利用後の清掃 

 利用者はコミュニケーション・プラザ(以下「コミプラ」という)の利用後は、備品を所定の位置に片付け、ホワ

イトボードの記載内容を消す、ゴミ拾いを行う等の簡易な清掃を行ってください。 

 清掃の不備、私物・ゴミ等を置いたままでの利用終了は、利用制限措置の対象となる場合があります。 

３．ゴミの処理 

 北館・和館の建物内にはゴミ箱を設置しておりません。 

 北館エントランス脇に設置されている所定のゴミ箱へ捨ててください。 

４．私物の管理 

 利用中は、一時的に利用場所を離れる場合を含め、貴重品等は常に手元においてください。 

 教室に荷物だけが残っている場合、教室を施錠のうえ、荷物を事務室に移動させることがあります。 

５．備品の破損等の報告 

 利用中（準備・片付等を含む）に館内の設備及び備品を破損、汚損、亡失したときは、直ちに事務室に報告

してください。未報告の場合、利用制限措置の対象となる場合があります。 

 利用を始めた時点で、自らの責任によらない館内の設備及び備品の破損、汚損又は亡失に気づいた場合

も、直ちに北館・和館事務室に報告してください。報告がない場合、報告を行わなかった利用者が破損・汚損

等の原因となったとみなされる可能性があります。 

 破損等の原因となった原状回復に伴う費用を請求・徴収する場合があります。 

６．顔料・釘等の使用制限 

 他の利用者に危険を与え、コミプラの破損・汚損の原因となりますので、アーケード・庭園部分等を含む北

館・和館館内及び周辺での、ポスターカラー等の使用・釘や鋸等を使用する工作等を禁止します。また、これ

らにより施設が汚損・破損した場合、原状回復に伴う費用を請求・徴収する場合があります。 

７．備品の移動 

 館内の備品を設置場所（室内備品の場合はその室内）から移動させる場合、所定の手続が必要です。ただ

し、館外への持ち出しはできません。 

８．物品設置 

 館内、及びその周辺に、許可無く、机、椅子、立て看板、自転車等をはじめとする物品を設置もしくは放置し
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ないでください。 

 許可の無い物品の設置または放置を発見した場合、予告なく撤去・破棄します。 

９．掲示物 

 教養学部ならびにＰＦＩが事前に承認した場所及び期間を除いて、張り紙、ポスター等をはじめとする掲示物

を北館・和館に掲示することを禁止します。 

 許可を得て掲示を行う場合も、事務室が指定する貼付方法を取らなければなりません。 

 本項に反する掲示を発見した場合、予告なく撤去・破棄します。 

１０．火気について 

 北館・和館ともにベランダ・庭園部分等を含め、火気使用禁止です。カセットコンロ等の使用はできません。 

 ただし、茶道・香道等について、火気使用を認めることがあります（要事前申請）。 

１１．共用部分の使用 

 廊下・ラウンジ等の共用部分では、以下のような行為を禁止します。 

 ・楽器演奏、歌唱・演劇・演説・その他大きな発声を伴うもの 

 ・ダンス等身体表現、スポーツ、トレーニング 

 ・ＰＣ・音楽プレーヤー等のスピーカーでの使用 

 ・備品（机・椅子等）の目的外の使用（横になる、椅子の着席用以外での使用など） 

 ・床面に座る、横になる等の行為 

 ・廊下、ラウンジ等に大きく荷物を広げる行為 

 ・大人数での会合等 

 その他、他の利用者の迷惑となる行為、建物内の静粛を乱す行為等、利用規則に反する行為についても、

禁止します。 

 南館ウッドデッキ・庭園部分の夜間使用も禁じます。 

１２．利用主体 

 施設・備品等の貸出を受ける場合は、実際に利用する団体（個人）が使用しなければなりません。貸出を受

けた団体（個人）と利用主体が異なる場合、当日の利用中止を求めるとともに、利用制限措置の対象となる

場合があります。 

１３．イベント等の開催 

 来場者より事務室に問い合わせがあった場合の対応のため、演奏・上演会その他のイベント等で、当日の

利用団体に属しない不特定の集客を予定する場合、実施一週間前までに実施計画を事務室に申告してくだ

さい。 

 実施計画の内容を審査するものではありませんが、利用規則に反する利用の場合、利用をお断りすること

があります。 

 申告のない場合、申告内容に虚偽のある場合、当日の利用を予告なく中止していただくことがあります。 

１４．その他 

 その他、本手引き内の記載事項など、東京大学及び駒場コミュニケーション・プラザ PFI 株式会社が管理運

営上必要と認める注意事項は、各注意事項及び利用規則記載外であっても、これを遵守してください。 
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利用上の注意（北館） 
 以下の注意事項に加え、３７ページの利用規則、「利用上の注意（北館・和館共通）」を守ることが必要です。 

 

１．騒音対策 

 コミュニケーション･プラザ北館は、駒場図書館に面しています。教室内で以下の行為を行う場合、窓を閉め

て行ってください。 

 ・楽器、歌唱、演劇、演説、その他大きな発声を伴う場合（３３ページも参照のこと） 

 ・音楽プレーヤー、音響機器等のスピーカー音量が大きな場合 

 その他の利用でも、図書館から苦情があった場合、窓を閉めて利用していただきます。 

２．教室の設備を損なう可能性のある行為の禁止 

 コミュニケーション･プラザ北館は、各部屋の利用用途を想定して建設されています。利用用途をこれに限る

ものではありませんが、教室の設備を損なう可能性のある以下の行為は禁止します。 

 ・多目的教室  頻繁な跳躍等、床面に大きな圧力をかける行為 

 ※ 床用コンクリート板の下は一定程度空洞となっています。 

 ・身体運動実習室３ 跳躍、室内備品外のスタンドの設置等、畳を傷める可能性のある行為 

  ※ 衝撃を吸収するために、床面はダンパーで浮かせ、その上に柔道畳を置いています。 

武道以外の運動用途（跳躍を行う演劇等も含む）での利用は禁じます。 

３．館内での飲食について 

 北館館内では、菓子の摂取、食事等を禁止します。 

 飲料摂取は、ペットボトル等、密閉可能な容器に入った飲料（酒類を除く）に限り認めます（コップ等に注ぎ

分けて利用しないでください）。飲まない間は、密閉しておいてください。なお、設備・備品に飲料の染み等が

残った場合、汚損者から原状回復に伴う費用を請求・徴収する場合があります。 

 密閉容器であっても、ピアノ・音響機器の上に飲料容器を置くことは禁止します。 

４．土足での利用 

 身体運動実習室以外の各教室は、土足での利用を前提としています。靴を脱いで利用することも認めてい

ますが、靴は教室内に置いてください。入口脇など教室外に置くことを禁止します。 

 また、靴を履き替えて利用するなどの理由で室内清掃を自分で行いたい場合、事務室で清掃用具を貸し出

します。 

５．個人利用 

 個人利用手続は、個々の利用者が行う必要があります。複数人のグループで利用したい場合、全員が手

続しなければなりません。手続を行わない人、東大に所属しない人と一緒に利用している場合、手続を行っ

た利用者であっても、退室していただき、それ以降の利用を認めないことがあります。 

 個人利用は、手続を行った利用者に利用する教室の占有を認めるものではありません。楽器演奏や合唱、

ダンスや演劇練習、話し合いなど、同じ教室に複数種の活動をする利用者が入ることがありますが、練習場

所等は譲り合って利用してください。 

 なお、利用者が多い場合などは、長時間の利用者には退室をお願いすることがあります。 
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利用上の注意（和館） 
 以下の注意事項に加え、３７ページの利用規則、「利用上の注意（北館・和館共通）」を守ることが必要です。 

 

１．他室への侵入禁止 

 襖を開けるなどして、貸出を受けていない部屋に入ることは固く禁じます。 

２．共用部分の汚損・破損等 

 共用部分に破損・汚損又は亡失があった場合、破損・汚損等が起こったと推定される時間に利用していた

全ての利用者の利用を制限することがあります。 

 事後に当事者が特定されない場合、破損発生時の利用団体全ての連帯責任として原状回復にかかる損害

額を請求する場合があります。 

３．騒音対策 

 ２１時以降の、庭園部分の利用・窓や扉の開放・大音響の音響機器の利用等を禁止します。 

 和館周辺の民家等からクレームが入った場合、その時間の利用団体全ての団体の次回以降の利用を制

限することがあります。 

４．消灯時間 

 消灯時間は 23:30 です。和館の入口を施錠し、以降の出入りはご遠慮ください。 

５．宿泊時の寝具等について 

 寝具等は和館には準備されていません。持込むかレンタル等で用意してください（寝具レンタル業者は事務

室で紹介可能）。レンタルの申込・受取・返却・支払等は各団体で行ってください。 

６．和館での飲食・飲酒について 

 和館での飲酒は禁止です。本学教職員の同席がある場合も、一切許可いたしません。 

 懇親会など室内での飲食を伴う利用の際は、利用者が持参したホットプレート・ＩＨ卓上コンロ等を使用する

ことができますが、揚げ物や燻製などの調理は禁止します。冷蔵庫等の調理設備はありません。なお、一室

あたり 2000 ワットを超える電力使用は行わないでください。 

７．網戸の使用について 

 各部屋の網戸は外して管理室で保管してあります。利用を希望される場合は、入室の際に北館・和館事務

室に申し出てください。ただし、21 時以降はガラス窓を閉めてください。 

８．利用後のゴミについて 

 和館での利用後は、多くのゴミが出る傾向があります。 

 ゴミが多い場合は、学生会館奥、グラウンド脇のゴミ置き場に捨ててください（通常は北館入口脇）。 

９．土足厳禁 

 和館は土足厳禁です。入口で靴を脱いで使用してください。スリッパ等が必要な場合、利用者が持参してく

ださい。 
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団体登録・更新 
 駒場コミュニケーション・プラザ北館・和館の各教室を団体で使用したい場合、予め団体登録が必要です。

新規の団体登録は、随時受け付けています。 

 また、登録団体は、年度ごとに団体登録の更新が必要となります。 

 各年最終開館日までに、登録団体代表者の登録メールアドレスに更新通知を行います。 

 予約等を行う時点が旧年度中であっても、新年度分の手続は、新年度の IDが必要です。特に、４月に北館

を事前予約で予約する予定のある団体は、２月中に団体登録を更新してください。 

 団体の登録・更新の手続は、以下のように共通です。 

 

コミプラ事務室窓口での手続に必要なもの 

 ・団体登録申請書 事務室・web ページで配布 

   教養学部拡大教授会構成員の署名捺印、総合文化研究科の承認印が必要です 

 ・代表者・副代表者の学生証 

   必ず本人が持参してください。代理は認めません 

 

登録（更新）要件 

 ・正代表者１名が、登録を希望する年度に駒場Ⅰキャンパスに所属すること 

  （教養学部、総合文化研究科、理学部数学科、数理科学研究科） 

 ・副代表者１名又は２名が、東京大学に所属すること（副代表のない登録は認めません） 

 ・代表者・副代表者が、登録年度に、他の登録団体の代表者・副代表者を兼ねないこと 

 ・職員を代表者・副代表者とする登録を希望する場合も、所属に関しては同様 

 

団体登録申請書の記入例 

事務室に提出する際は、代表者（副代表者）が全員揃って窓口に来てください。 
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登録（更新）の手順 

1) 団体登録申請書に必要事項を記入後、学生支援課学生支援係に申請書を提出して登録審査を受け

てください。 

団体登録を更新する場合は、発行されている一番新しい団体 ID を記入してください。 

審査を受ける際は、申請書に教養学部拡大教授会構成員の署名捺印が必要です。 

2) 申請が許可された場合、申請日の原則１週間後に学生支援係から申請者に対して研究科の承認印が

捺印された団体登録申請書が返却されます。 

3) コミュニケーション・プラザ北館・和館事務室窓口に、研究科承認印捺印済の団体登録申請書を提出し

てください。正副代表者全員の学生証を確認します。揃って窓口に来てください。 

予約に必要な団体 ID の記載された、団体登録完了証を発行します。 

 

登録（更新）手続時の注意事項 

É 事務室窓口では、代表者・副代表者、全員の学生証を確認します。全員揃って窓口に来てください。

副代表者のみの来室では、団体登録（更新）を受け付けません。 

É 本人の学生証が直接確認できない場合、用紙に記載があっても代表として登録できません。 

É また、登録（更新）から１月以内に全ての代表者の学生証確認が終了しない場合、学生証確認が終了

するまで該当団体からの予約受付等を停止します。 

 

団体の更新に関する注意事項 

 旧年度中に団体の更新を行った場合、その団体には旧年度と新年度の２つの団体 ID が付与されている状

態となります（以下旧 ID と新 ID）。 予約等が行える時期が異なりますので、以下の点に注意してください。 

 

 旧年度中利用分の予約等： 

   ○：旧 ID の代表者（副代表者） ×：新 ID の代表者（副代表者） 

 新年度中利用分の予約等： 

   ○：新 ID の代表者（副代表者） ×：旧 ID の代表者（副代表者） 

 

É 新年度の代表者が、旧年度 ID で代表者となりたい場合は、旧 IDの団体登録「変更」が必要です。 

 

南館の利用について 

  コミュニケーション・プラザ南館「2 階 Dining 銀杏」で会合・パーティー･会食・コンパ等をお考え

の場合、東大生協駒場食堂部にお問い合わせください。 

 

  東大生協駒場食堂部 ０３－３４６９－７１４７ （内線）４６１８４ 

        予約状況  http://www.utcoop.or.jp/com-south/reservation.html 
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団体の登録情報の変更 

 団体の代表者（副代表者）を交代することになったとき、代表者（副代表者）の登録している連絡先、学生証

番号が変わったときなどは、登録情報の変更が必要です。 

 

コミプラ事務室窓口での手続に必要なもの 

 ・団体登録変更申請書 事務室・web ページで配布 

 ・手続に関係する代表者（副代表者）の学生証 必ず本人が持参してください。代理は認めません 

 

変更の手順 

1) 団体登録変更申請書に必要事項を記入後、コミュニケーション・プラザ北館・和館事務室窓口まで、変

更申請書を提出してください。 

 

変更の注意事項 

É 登録者変更の際、変更前後の登録者双方の学生証を確認します。二名揃って来室してください。 

É 代表者は、駒場Ｉキャンパス所属者から他キャンパス所属者に変更できません。 

É 代表者・副代表者は、他の団体の代表者・副代表者を兼任できません。 

É 副代表者を新しく追加する場合、既に代表者として登録している方の同行が必要です。 

É 学生証をコミプラ事務室窓口で未確認の代表者・副代表者は変更できません。 

É 学生証番号・電話番号等の変更時も上記手続きが必要です（来室者分のみ変更可）。 

 

 

コミプラに登録するメールアドレスについて 

 駒場コミュニケーション･プラザからの連絡事項（団体登録更新・無断キャンセルに伴うペナルティ・利用

制限等のお知らせ）は代表者のu-tokyo.ac.jp ドメインのメールアドレスに送られますので、定期的に確認し

てください。 

 メールアドレスの取得・確認等は東京大学情報基盤センターで行うことができますが、研究室等で配布さ

れた u-tokyo.ac.jp ドメインアドレスも使用することができます。 

 

 なお、メールアドレスの設定不良、メールを確認しないことなどによる不利益等に関して当事務室では一

切責任を負いませんのでご注意ください。 
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北館の利用種別 
 

 北館では、登録団体や個人が教室を使用できます。登録団体以外の教室予約はできません。 

 利用種別は以下の２つです。 

  １ 団体利用 サークルの練習・会合等、団体が教室を占有しての利用 

  ２ 個人利用 団体等の予約のない教室を利用したい個人が共同で利用 

 それぞれでどのような利用ができるかについては、以下のページを参照してください。 

 

１．団体利用 

 駒場コミュニケーション･プラザ北館・和館の各教室をサークル活動等に利用できます。 

 ただし、各教室を団体で占有して使用したい場合、駒場コミュニケーション・プラザへの団体登録が必要で

す（登録については７ページ）。 

 また、北館の団体利用では、利用者間の公平を期すため以下の制限を受けます。 

  ・北館について、１団体あたり、各教室１日１回連続２単位まで 

※ 「授業期間中の平日」以外は、各教室１日１回連続４単位まで 

※ 同じ教室でⅡ・Ⅲ限、Ⅳ・Ⅵ限のように間をあけて予約することはできない 

※ 複数教室の同時使用、複数教室の時間毎移動を認めます 

  ・北館の全教室を合わせて、１月１団体あたり、40 単位を上限とする 

 なお、和館の団体利用では、利用単位数の上限はありません。 

 また、利用団体に属しない不特定の集客を予定する場合、来場者より北館・和館事務室に問い合わせがあ

った場合の対応のため実施の一週間前までに申告して下さい。申告のない場合、申告内容に虚偽がある場

合、予告なく当日の利用を中止し、以降の利用を認めないことがあります。 

参照 団体登録 ７ページ～  予約手続 １２ページ～  利用手続 ２０ページ～ 

 

２．個人利用 

 団体等の予約がない（または、利用時間を 30 分以上残して利用団体が鍵を返却した）利用単位の特定教

室について、当日その利用単位時間内に北館・和館事務室で手続きを行った東大生個人に対し、練習・実習

のため、その教室の利用を許可します（他大生、卒業生など、現在東京大学に所属する者以外の使用は認

めません）。順序を問わず申請者全ての利用が許可され、申請を行った最初の個人及びその個人が属する

団体の教室占有利用を認めるものではありません。教室は共同で譲り合って使用して下さい。 

 

個人利用の可能な教室 

 音楽実習室／舞台芸術実習室／身体運動実習室１・２・３ （利用予約のある時間を除く） 

 

参照 予約手続 予約できません 利用手続 ２１ページ～ 
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和館の利用種別 
 

 和館では、登録団体に和室を貸し出します。個人での利用・予約はできません。 

 利用種別は以下の２つです。 

  A 宿泊利用 サークルの合宿等、和館への宿泊を伴う利用 

  B 日帰利用 和館への宿泊を伴わない利用 

 予約は、１・２ともに同時に受付を開始しますが、受付開始日の予約については抽選が行われる可能性

があります。 また、日祝日の前日Ⅵ限からその日祝日が終わる翌日の平日朝までに、ある部屋を 1 単位で

も貸し出した場合は、残りの単位はその部屋の貸し出しを行いません。 

 

 女性を含む団体が宿泊利用を希望する際、女性の宿泊用に、利用時に隣室からの侵入ができない部屋を

希望することができます（２部屋まで）。ただし、女性用に指定された和室に男性が入室していることが判明し

た場合、当該団体の全ての利用を中止させ、その場で和館から全員退出していただきます。またその後の利

用について制限する場合があります。 

 

参照 団体登録 ７ページ～  予約手続 １４ページ～  利用手続 ２０ページ～ 

 

和館施設利用料について 

 和館を利用する際は、施設維持に供するため、施設利用料を支払う必要があります。 

 必要な利用料の額は、和室の予約時に団体に伝達され、教室の貸出手続時に「施設利用券」の形で北館・

和館事務室窓口に持参していただきます（予約時には不要）。 

 施設利用料を納めない場合、和館を利用できません。 

 また、事務室窓口では、金銭による施設利用料の支払いは一切受け付けていません。 

 

 施設利用料（１７ページも参照してください） 

  Ⅰ～Ⅴ １室１単位あたり  750 円 （昼のみを使用する場合を含む） 

   Ⅵ  １室１単位あたり 1500 円 

   昼  Ⅱ限またはⅢ限を利用する場合無料 

   宿泊   １室１泊あたり 3000 円（Ⅵ単位目の使用料を含む） 

   連泊  １室１連泊あたり 1500 円（２泊目のⅡ限～翌朝まで） 

  ※連泊料金の適用は２泊目以降に土日祝日を含む場合のみ適用  

   平日を連続使用の間に含む場合、平日の宿泊・Ⅱ～Ⅴ限は通常の利用料が必要 

  

施設利用券は以下の場所で購入してください。 

  東大生協駒場購買部内サービスカウンター 

   営業日・時間に注意し、必ず利用時までに施設利用券を購入してください。 
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北館の予約方法 
 

 団体利用の予約方法は以下の２つです。 

  １ 事前予約 利用月の前月に開催される割り振り会議への参加を通じて予約を行う 

  ２ 随時予約 各月、定められた予約開始日より、事務室窓口において先着順で予約を行う 

 随時予約は、事前予約内容確定後の空き教室が対象となります。 

 

 学外から参加者を招き大会を行う等の際は、上記予約期間より前に予約できる場合があります。希望する

場合は事務室にご相談ください。 

 

 

１．事前予約 
 事前予約では、全ての予約が、東京大学教養学部学友会によって設置された「東京大学駒場コミュニケー

ション・プラザ北館内教室等利用予約割り振り会議」（以下、「割り振り会議」）の場において決定されます。 

 その後、これを運営する「割り振り会議」総務部が、「割り振り会議」上で決定した予約内容を一括して北館・

和館事務室に申請します。 

 事前予約を行いたい団体は、北館・和館事務室への申請書提出と「割り振り会議」への参加が必要です。 

 

コミプラ事務室窓口での手続に必要なもの 

 ・事前予約申請書 事務室・web ページで配布 

 ・代表者・副代表者の学生証 必ず本人が持参してください。代理は認めません 

 

事前予約申請書の提出 

1) 事前予約を希望する団体の代表者（副代表者）は、所定の事前予約申請書に利用希望時間等を記入

し、北館・和館事務室へ提出してください。 

提出期限は通常、利用希望月の前々月最終開館日 21 時です。期限が異なる場合、「コミプラ.com」で

お知らせします。 

2) 利用月の前月上旬に開催される「割り振り会議」に必ず出席してください。 

会議の日程・場所は、「割り振り会議」より連絡があり次第、「コミプラ.com」でお知らせします。 

 

事前予約結果の確認 

1) 北館・和館事務室は、「割り振り会議」から「割り振り会議」参加団体の予約が一括して申請され次第、

「コミプラ.com」上にて、予約状況に関する情報をお知らせします。 

2) 同時に北館・和館事務室にて、「割り振り会議」からの申請に基づく利用許可書（または予約一覧）を発

行します。事前予約申請書を提出した団体の代表者（副代表者）は、速やかに利用許可書を受け取り、

予約内容を確認してください。 
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3) 万一、利用許可書の内容と「割り振り会議」席上で決定した申請内容が異なる場合、随時予約開始日

より前に「割り振り会議」総務部に確認してください。 

北館・和館事務室では、「割り振り会議」総務部から申請内容訂正の連絡があった場合に、予約データ

の訂正を行いますが、「割り振り会議」から事務室への連絡が随時予約開始後であった場合、希望す

る内容の訂正が行えないことがあります。申請内容と許可書内容の差異についての連絡が遅れた場

合の不利益について、事務室は一切の責任を負いません。 

 

割り振り会議とコミプラ事務室 

 コミュニケーション・プラザ北館・和館事務室では、事前予約に関する一部事務を代行していますが、「割

り振り会議」の運営等には一切関っていません。 

 上記の手続以外の「割り振り会議」に関する事項は、「割り振り会議」総務部に問い合わせてください（連

絡先は、「割り振り会議の手引き」を参照してください）。 

 「割り振り会議」総務部の作成した「割り振り会議の手引き」を北館・和館事務室窓口で配布していますの

で、割り振り会議の詳細については、そちらを参照してください。 

 

２．随時予約 
 事前予約内容確定後の空室に対し、定められた受付日程で、先着順で施設の利用予約を受付けます。 

 前日までの予約状況は、コミプラ.com 上で確認できます（北館・和館予約 予約状況照会）。 

 

コミプラ事務室窓口での手続に必要なもの 

 ・随時予約申請書 事務室・web ページで配布 

 ・代表者・副代表者の学生証 必ず本人が持参してください。代理は認めません 

 

随時予約の受付日程 

 受付日程：利用日の前月 21 日から利用日直前の平日 （多目的教室に限り、当日分の予約申請可） 

     ※ 21 日が土日祝日の場合、その次の最初の平日に受付を開始する 

 受付時間：9:30～17:00（土日祝日を除く） 

     ※ 多目的教室の当日利用分の予約は以下のように申請を受け付ける 

        ・土日祝日も当日利用分であれば申請が可能 

        ・Ｉ・Ｖ・VI 限利用分について、上記受付時間外に申請可能（Ｖ・VI 限分は 9:30 以降のみ受付） 

 

随時予約の手続 

1) 随時予約を希望する団体の代表者（副代表者）は、所定の随時予約申請書に利用希望時間等を記入

し、北館・和館事務室へ提出してください。 

2) その場で利用許可書を発行します。受け取ったら、すぐに予約内容を確認してください（当日利用分の

予約に関しては、利用許可書を発行しないことがあります）。 
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和館の予約方法 
 

 和館の予約方法は、宿泊利用と日帰利用で原則的に同一ですが、宿泊利用の場合は、窓口での手続に加

え、学生支援課の宿泊許可を受ける必要があります。 

 また、利用予約開始日（下記参照）に和館を予約したい場合は、抽選手続を経る必要があります。 

 学外から参加者を招き大会を行う等の際は、予約開始より前に予約できる場合があります。希望する場合

は事務室にご相談ください。 

 

１．予約受付開始日の手続 
 その日に予約受付が開始される利用日の和室を予約する場合は、日帰利用・宿泊利用とも、抽選で予約

受付順を決定します（抽選参加受付：9:30～12:20、抽選：12:30。詳細は次ページ参照）。 

 その日に抽選の対象となった利用日の予約は、抽選に参加（12:30 に指定の場所に集合）した団体からの

み受け付けます。抽選に参加しなかった団体が対象日の予約ができるのは受付開始日翌日以降です。 

 

予約受付開始日に予約を行う場合の注意事項 

・ 抽選を経て予約を行った団体が、その利用予約を自己の都合でキャンセルした場合、該当する年度の

その日以降について、和館予約の抽選に参加する権利を失います。抽選に参加する場合は、部屋数お

よび利用日を事前によくご確認ください。 

・ 抽選票を受け取り 12:30 に集合したが、予約を希望する団体が少なく抽選が行われなかった場合、予約

受付開始日に行った予約を自己都合でキャンセルしても、以降の和館予約抽選参加権を失いません。 

 

和館予約受付開始日 

   原則的に利用日の前月同日です（受付開始日が分からない場合事務室にお問い合わせください）。 

    ※ 前月同日が土日祝日の場合、受付開始日はその次の最初の平日です。 

    ※ 利用日が土日祝日の場合、利用日直前の平日の予約開始日が受付開始日です。 

Ex.1  2012 年 5 月 19 日(土)の利用を希望する場合 

利用日が土日祝日のため、その利用日より前の最初の平日である 5 月 18 日(金)分の予約

開始日と同日が予約開始日となります。18 日分の予約開始日は、前月同日である 4 月 18 日

（水）です。よって、5月 19 日（土）分の予約受付開始日も 4月 18 日(水)となります。 

Ex.2  2012 年 7 月 31 日(火)の利用を希望する場合 

前月同日(6月 31日)が存在しないため、予約開始日は7月1日(日)に繰り下がります。しか

し、7月 1日が土日祝日のため予約申請を受け付けず、その次の最初の平日である 7月 2日

(月)が予約開始日となります。 
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和館予約受付開始日の抽選参加方法 

1) 予約を申請する当日が予約受付開始日となっている日程の和館の予約を希望する団体は、団体の代

表者（副代表者）が学生証を持参し、予約受付開始日の 9:30 から 12:20 までの間に北館・和館事務室

へ抽選参加の旨を申し出てください。12:20 を過ぎた場合、いかなる理由でも抽選票は交付しません。 

2) 希望する利用日および部屋数をお聞きした上で抽選票をお渡しします。 

窓口が混み合う場合もありますので、早めに抽選票を受け取りに来てください。 

3) 抽選票の交付を受けた団体は、当日 12:30 に、抽選票を持参した代表者（副代表者）は、事務室前(あ

るいは当日指定された場所)に集合してください。12:30 に事務員に抽選票を提出できなかった団体は

抽選を棄権したものとみなされ、その日の抽選に参加することができません。 

4) 提出された抽選票を用いて、予約順序を決定します。 

5) 予約順序の早い団体から、その場で事務員に希望部屋数を伝え、部屋数を確定してください(なお抽

選票交付の際に申告した部屋数より多く予約することはできません)。その後抽選票を添付した和館予

約申請書をお渡ししますので、その場で必要事項を記入し、直ちに北館・和館事務室にて予約申請を

行ってください。万一抽選後に事務員へ申告し確定した部屋数と予約申請書の申請部屋数が異なる

場合、前者を優先します。 

6) 抽選対象となる和室の予約者が全て決定した時点で抽選を終了します。当選や抽選参加を辞退する

場合、抽選途中でも事務員まで申告してください。この時点での辞退によるペナルティはありません。 

7) 原則として当選順に予約申請書の処理を行います。抽選に当選した場合でも、当日 13:00 までに事務

室で予約の手続きを完了しなかった場合、該当する当選は無効としますので十分ご注意ください。 

 

抽選手続後の予約方法  A．日帰利用 １５ページ  B．宿泊利用 １６ページ 

 

２．予約受付開始翌日以降の手続 
 予約受付開始日翌日以降は、予約受付期間内、先着順で和館の予約を受け付けます。 

 宿泊・日帰で予約の手続きに異なる点がありますので、それぞれの項を参照してください。 

 

抽選手続後の予約方法  A．日帰利用 １５ページ  B．宿泊利用 １６ページ 

 

A 日帰利用 
 和館は、北館と同じ施設利用単位ごとに部屋を予約して利用することができます。 

 北館と異なり、団体ごとの利用単位数の上限規定はありません。 

 利用単位Ⅰは原則として貸し出しません。 

 

施設利用料（利用開始時に納付） 

  Ⅱ～Ⅴ １室１単位あたり  750 円  （昼限は、Ⅱ限またはⅢ限を利用する場合無料） 

    Ⅵ  １室１単位あたり 1500 円 
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コミプラ事務室窓口での手続に必要なもの 

 ・和館予約申請書   事務室・web ページで配布 

 ・代表者・副代表者の学生証   必ず本人が持参してください。代理は認めません 

 

和館日帰利用予約の受付日程 

 受付日程：利用日の前月同日から利用日直前の平日 （受付開始日については１４ページ参照） 

 受付時間：予約受付開始日  9:30～12:20（予約受付順抽選の参加受付） 

      受付開始翌日以降 9:30～17:00（土日祝日を除く） 

 

和館日帰利用予約の手続 

1) 和館日帰利用予約を希望する団体の代表者（副代表者）は、所定の和館予約申請書に利用希望時間

等を記入し、北館・和館事務室へ提出してください。予約受付開始日に予約を行う場合は、予約受付

順抽選の項の手順に従い、受付順抽選に参加しなければなりません（抽選手続）。 

2) その場で利用許可書を発行します。受け取ったら、すぐに予約内容を確認してください その際、当日

納付する使用料についてもお知らせします（利用料）。 

 

B．宿泊利用 
 和館は、サークル及びゼミなどの勉強会・合宿等を目的として、宿泊を伴う利用を行うことができます。 

 教養学部による宿泊許可を得る必要があり、原則的に、懇親会を目的とした宿泊利用はできません。 

 

施設利用料（利用開始時に納付） 

   宿泊   １室１泊あたり 3000 円（Ⅵ単位目の使用料を含む） 

   連泊  １室１連泊あたり 1500 円（２泊目のⅡ限～翌朝まで） 

※ 連泊料金の適用は２泊目以降に土日祝日を含む場合のみ（詳しい料金は 11、17 ページを参照） 

平日を連続使用の間に含む場合、平日の宿泊・Ⅱ～Ⅴ限は通常の利用料が必要 

 

コミプラ事務室窓口での手続に必要なもの 

 ・和館予約申請書   事務室・web ページで配布 

 ・代表者・副代表者の学生証   必ず本人が持参してください。代理は認めません 

 

和館宿泊利用予約の受付日程 

 受付日程：利用日の前月同日から利用日 14日前 

※ 受付開始日については１４ページを参照 

※ 利用日 14日前が土日祝日の場合、予約受付はその直前の平日までとする 

 受付時間：予約受付開始日   9:30～12:20（予約受付順抽選の参加受付） 

        受付開始翌日以降 9:30～17:00（土日祝日を除く） 
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和館宿泊利用予約の手続 

1) 和館宿泊利用予約を希望する団体の代表者（副代表者）は、所定の和館予約申請書に利用希望時間

等を記入し、北館・和館事務室へ提出してください。予約受付開始日に予約を行う場合は、予約受付

順抽選の項の手順に従い、受付順抽選に参加しなければなりません（予約方法は１７ページ）。 

2) その場で利用許可書を発行し、宿泊利用申請書・宿泊者名簿をお渡しします。 

受け取ったら、予約内容を確認してください。当日納付する使用料についてもお知らせします。 

3) 2)でお渡しした研究科長宛の宿泊利用申請書を、利用日 14日前までに、学友会室に提出して下さい。 

期日までに提出されない場合、予約日に宿泊利用できません。 

※ 何らかの事情で期日までに提出できなかった場合、速やかにコミプラ事務室にお越しください。

当日の予約をキャンセルするか、通常のⅥ限利用として利用するか決めていただきます。 

 学友会に申請書を提出せず、コミプラ事務室で予約のキャンセルも行わなかった場合、無断キャ

ンセルとなり、使用料全額をお支払いいただきます（１８ページ参照）。 

4) 利用日の 1 週間前までに、学生支援課(TEL:03-5454-6074/6073)に許可・不許可について確認してく

ださい。学生支援課から宿泊許可が出なかった場合は、学生支援課からコミプラ事務室への不許可連

絡をもって、事務室側で宿泊を含む利用予約をキャンセルいたします。 

なお、利用許可になったが利用をキャンセルするときは、自らキャンセル手続きをコミプラ事務室で行

ってください。宿泊は取りやめたがⅥ限（18時から21時）を利用したい場合、改めて事務室で通常予約

手続きが必要です。 

5) 学生支援課から宿泊許可が下りた場合、学生支援課の窓口で、学生支援課許可印押印済の宿泊利

用申請書を受け取り、必ず、利用時に持参してください。 
 

連泊利用時等の和館施設利用料について 

  

 

 

 

全て、一部屋あたりの利用券枚数・合計金額です。複数室利用の場合、下記金額×部屋数分が支払額です。 

以下、宿泊には全て VI 限利用料を含みます（宿泊はVI 限利用のオプションです）。 

(A) 水：     宿泊  750×4=\3,000 – 

 木：  II、(昼)、III、IV、V、宿泊 750＋750＋750＋750＋750×4=\6,000 – 計\9,000 – 

(B) 水：     宿泊  750×4=\3,000 – 

 木：     宿泊  750×4=\3,000 –    計\6,000 – 

(C) 金：     宿泊  750×4=\3,000 – 

 土：  II、(昼)、III、IV、V、宿泊 750×2=\1,500 – 

 日：  II、(昼)、III、IV、V、宿泊 750×2=\1,500 –    計\6,000 – 

      ※ 土日分について、１１ページの「施設利用料」参照 

(D：参考) 土： IV、V、VI  750＋750＋750×2=\3,000 –  計\3,000 – 

水   木         金         土         日         月 

VI 宿  I II 昼 III IV V VI 宿  I II 昼 III IV V VI 宿  I II 昼 III IV V VI 宿  I II 昼 III IV V VI 宿  I 

                                                     (A)                                                                   
                                                     (B)                                                                   
                                                        (C)                                                                
                                                               (D)                                                         
                                         

(A) 
(B) 

(C) 
(D) 
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予約のキャンセル 
 北館の事前予約・随時予約、和館の利用予約をキャンセルする場合、所定の手続きが必要です。 

 電話・メールでのキャンセルの受付は下記試行を除きいたしません。 

  

コミプラ事務室窓口での手続に必要なもの 

 ・施設予約取消申請書 事務室・web ページで配布 

 ・代表者・副代表者の学生証 必ず本人が持参してください。代理は認めません 

 

予約キャンセルの受付期限 

 北館・和館とも、利用日直前の開館日（利用前日が閉館の場合、利用前々日） 

 ※ 和館の利用日前日以降のキャンセルには所定のキャンセル料が発生します。 

 

予約キャンセルの手続き 

1) 施設利用の予約キャンセルを希望する団体の代表者（副代表者）は、所定の施設予約取消申請書に、

キャンセルを希望する予約時間等を記入し、北館・和館事務室へ提出してください。 

2) その場でキャンセル書を発行します。受け取ったら、すぐに内容を確認し、手元で保管してください。 

 

※和館を利用日前日・当日の利用前にキャンセルする場合 

 利用する室数に応じて、キャンセル料を施設利用券でお支払いいただきます。キャンセル料の支払いがない

場合、予約キャンセルの手続きは完了しません。利用開始後（鍵の受領後）に当該利用の一部をキャンセルす

る場合、該当単位分の利用料全額をキャンセル料としてお支払いいただきます（利用券を返却しません）。 

  キャンセル料 １日１部屋あたり 施設利用券１枚（750 円） 

 

※キャンセル手続を行わなかった場合 

 無断キャンセルとして、以下の利用制限措置をとります（利用制限措置については２４ページ以下を参照）。 

北館 

・予約キャンセル手続を行わずに予約した施設を利用しなかった場合、翌々月の事前予約はできません。 

・また、同一団体の無断キャンセルが累積した場合、利用停止措置がとられます。 

和館 

・予約キャンセル手続きを行うことなく予約した施設を利用しなかった場合、キャンセル料として、使用予定

全額分の施設利用料をお支払いいただきます。 

・必ず当該利用日の翌日(該当日が土日祝祭日にあたる場合はその次の最初の平日)までに、キャンセル

料にあたる施設利用券を北館・和館事務室に提出してください。同日までに支払いのない場合は、以降の

当該団体の和館予約を全て取り消し、更に支払いが滞る場合、支払いがあるまで北館・和館の利用を禁

止します。 
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※電話とメールの双方を併用したキャンセル手続（試行） 

来室での手続が難しい場合、下記方法でキャンセルを受け付けます。電話・メールの両方が必要です。 

本手続は試行であり、電話キャンセルの濫用等が見られた場合、告知の上、試行・実施を中止します。 

 

受付期限 

 来室での手続と同様 

 ただし、メールの送信日時が閉館より後の場合(通常 21:01 以降)、翌開館日を受付日とします。 

 

電話・メールでのキャンセル方法 

1) 施設利用の予約キャンセルを希望する団体の代表者（副代表者）は、コミプラ事務室に電話をかけてく

ださい（03-5465-8847）。 

2) 事務員が以下の内容を質問します。誤りがある場合、キャンセルを認めません。 

 ・ キャンセルする利用予約の内容（団体 ID、団体名、利用日、単位、教室名） 

 ・ 電話口の代表者（副代表者）の登録情報（氏名、電話番号、学生証番号、メールアドレス） 

3) 電話で、キャンセルの内容が確認されたら、当日の開館中に上記電話で質問された内容を本文に記

入したメールを事務室に送信してください（komaba@com-pla.com）。 

メールの送信が、閉館中に行われた場合、翌開館日を受付日とします。 

送信アドレスがコミプラに既登録のもの（u-tokyo.ac.jpドメイン）以外の場合、キャンセルを認めません。 

4) 3)のメールを確認したら、事務室からキャンセル完了のメールを送信します。 

事務室からのメール送信を以て、キャンセル手続の終了とします。 

開館中の送信にもかかわらず、翌日までメールが届かない場合は、コミプラ事務室までご連絡下さい。 

 

注意事項 

É 電話・メールは開館時間中に行ってください。 

 時間外の電話には対応できません。時間外に送信されたメールは、受付日が翌開館日となります。 

É 各団体の予約内容については、電話・メールでの問い合わせを受け付けません。 

É 電話で確認した利用予約以外をメールでキャンセルすることはできません。 

É キャンセル依頼のメールは、u-tokyo.ac.jp ドメインからのものに限ります。 

É メールの送信時間は、メールヘッダの複数個所を参照して判断する場合があります。 

受付日時の例 2013 年 1月 21 日(月)分の予約を例とします(1/19,20 はセンター試験のため閉館)。 

A) 1/9(水)10:00 に電話 1/9(水)10:30 にメール 1/9(水)付でキャンセル完了 

B) 1/9(水)20:00 に電話 1/9(水)21:03 にメール 1/10(木)付でキャンセル完了 

C) 1/18(金)20:30 に電話 1/18(金)22:00 にメール 1/21(月)付でキャンセル完了 

※ B）の場合、閉館時にメールが送信されているため翌開館日 10 日の処理となります。 

※ C)の場合、19,20 日が閉館のため、翌開館日の 21 日にキャンセル完了となります。 

この場合、当日キャンセルのペナルティの対象となります。 

mailto:komaba@com-pla.com
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教室の利用手続（貸出・返却・個人利用） 

 教室は、団体の代表者（副代表者）への鍵の貸出によって、団体に貸し出されます。 

 個人利用では、事務室での手続により、入室・退室が許可されます。 

 団体は、貸出・返却のいずれも利用時間内に行ってください。ただし、前の単位の使用団体が、教室を既に返

却していた場合・前の時間の利用団体がない場合、利用時間１０分前から鍵の貸出を受けることができます。 

 利用時間を守れない場合、何らかのペナルティを課されることがあります。 

 

教室利用（貸出） 
 

コミプラ事務室窓口での手続に必要なもの 

 ・代表者・副代表者の学生証 必ず本人が持参してください。代理は認めません。 

 ・利用許可書  予約時に配付（必須ではありません）。 

 ・施設利用券  和館利用時のみ（東大生協駒場購買部サービスカウンターで販売）。 

   事務室提出済の利用券はいかなる場合も返却・返金できません。 

 ・和館宿泊許可書 和館宿泊利用時のみ、教養学部学生支援課押印済のもの 

 ・和館宿泊者名簿 和館宿泊利用時のみ、必要事項の記載のある A4の書面ならば書式は問わない 

 

教室利用（貸出）の手続 

1) 教室の利用を開始する団体の代表者（副代表者）は、北館・和館事務室へ学生証(職員証)を提示し、

該当する利用許可書を提出してください。 

和館を利用する場合は、上記のうち必要なものも提出してください。 

2) 鍵貸出台帳に必要事項を記入してください。記入後、教室の鍵と施設利用チェックリストをお渡しします。 

教室に入ったら、汚損・破損がないか確認してください。利用開始時に申告のない汚損・破損が利用終

了後等に発見された場合、ペナルティの対象となる可能性があります。 

 

教室利用（返却） 

 

コミプラ事務室窓口での手続に必要なもの 

 ・教室の鍵 利用手続時に貸出  ・施設利用チェックリスト 利用手続時に配付 

 

教室利用（返却）の手続 

 返却に必要な手続は、北館の利用・和館の日帰利用と、和館の宿泊利用で異なります。 

 

和館宿泊利用以外の返却手続 

1) 施設利用チェックリストに基づいて施設を清掃・点検し、チェックと署名を行ってください。 



 

21  

2) 窓口に、教室の鍵とチェックリストを提出してください。事務員が、チェックリストを確認します。 

教室に復旧できない汚損・破損を作った場合は、申告してください。その際に報告されていない破損や

汚損、又は亡失が確認された場合、以降の和館予約を全て取り消し、翌月末まで利用を制限します。 

 

和館宿泊利用の返却手続 

1) 施設利用チェックリストに基づいて施設を清掃・点検し、チェックと署名を行ってください。 

2) 宿泊終了日の 8:30～10:00（土日祝日は 9:30～10:00）までに、北館・和館事務室に電話をかけてくださ

い（03-5465-8847）。利用された部屋を、利用者と事務員とで再度点検します。 

  ※ 宿泊終了日に II 限以降も連続して和室を使用する場合、利用単位終了までにご連絡ください。 

3) 異常がなければ、その場で鍵とチェックリストを返却し、退館していただきます。 

すぐに和館から出られるよう準備をしてから事務室に連絡してください。 

 

個人利用 
 

コミプラ事務室窓口での手続に必要なもの 

 ・利用者の学生証   必ず本人が持参してください。代理は認めません 

 

個人利用の手続 

1) 利用希望者は北館・和館事務室で学生証(職員証)を提示し、個人利用入退室表に氏名・所属・入室時

刻を記入のうえ、利用する教室に入室してください。 

2) 複数人で上記の教室を使用したい場合、利用する方全員が、1)の手続きを取らなければなりません。 

3) 利用終了後、北館・和館事務室にて個人利用入退室表に退室時刻を記入してください。退出時は、事

務員に学生証を提示する必要はありません。 

入退室の手続きを行わなかった場合、次回以降の利用を制限することがあります。 

 

個人利用の注意事項 

É 学生証を必ず携行して下さい 

 ・当日学生証を持参していない場合、個人利用はできません。 

É 東大生以外の個人利用は認めません。 

 ・東大生以外の方と一緒に練習したい場合は、登録団体で予約をしてください。 

É 必ず利用手続を行ってください 

 ・事務室で手続きをしないで利用していたことが判明した場合は、一緒に練習していたグループ全

員、その場で退去していただき、同日中の個人利用は認めません。 

 ・退去命令に従わない場合、いったん退去したにも関わらず再入室した場合、度重なる無断利用を

行った場合等、悪質な利用規約違反を行った個人・団体については、教養学部と協議の上、一定期

間の利用停止処分を行います。 
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É 教室は占有して利用できません 

 ・教室は譲り合ってお使いください。 

  あまり長時間お使いの方には退室をお願いする場合があります。 

É 使用中に一時的に教室を離れる場合、必ず貴重品を携行して下さい。 

 ・北館・和館事務室は、館内における盗難の責任を負いません。 

 ・放置荷物は事務室でお預かりすることがあります。 

É その他、利用上の注意（北館・和館共通、北館）を遵守してください。 

 

シャワー室の利用 

 身体運動実習室１～３の利用団体は、シャワー室（更衣室併設）を利用することができます（個人利用の場合、

シャワー室は利用できません）。 

 

利用できる時間 

 身体運動実習室１～３の利用時間単位内 

 

利用方法 

1) 使用を希望する団体は、北館・和館事務室にて利用を申請し、シャワー室の鍵を受け取ってください。 

2) 利用団体はシャワー室の出入りに際しその都度施錠を行ってください。利用を許可された団体以外の

利用は一切できません。複数団体が同時に使用する場合がありますので貴重品にはご注意ください。 

3) 施設退室時に施錠を確認し、身体運動実習室の鍵と同時に、事務室に鍵を返却してください。 

 

利用時の注意事項 

É シャワー室・ロッカーの鍵を紛失した際は、再発行にかかる実費を請求します。 

É 貴重品はシャワー室内のロッカーには保管せず、各自で管理してください。 

É シャワー室は、身体運動実習室の利用者への貸出施設です。利用時間単位内に実習室の利用実態

がない場合、以降のシャワー室貸出を行わない場合があります。 

 

備品の貸出 
 駒場コミュニケーション･プラザ各教室の利用者に対し、館内の備品を貸し出します。備品は館内でのみ利用

可能です。北館から和館、和館から北館への持ち出しを含め、館外への持ち出しは一切許可しません。 

 

事務室貸出備品について 

・ マイク、音響機器（授業利用・学術研究等利用のみ貸出、開錠を行います） 

・ 脚立、清掃用具（ほうき・ちりとり・モップ・雑巾・掃除機） 

・ 囲碁セット 
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室内常置備品について 

・ ホワイトボードその他、室内常置備品については、巻末の備品一覧を確認のこと 

※ 教室の利用者は、室内常置備品を自由に使用することができます。ただし、巻末備品一覧にて「授

業利用・学術研究等利用のみ貸出」と記載のある一部備品は、学生への貸出を行いません。 

※ 教室のスクリーンを使用できますが、投影用プロジェクタは利用者で用意する必要があります。 

※ 他教室の備品を使用したい場合、備品移動申請が必要です。 

 

開錠の必要な備品、事務室貸出備品の利用手続 

1) 貸出希望者は北館・和館事務室で備品貸出台帳へ必要事項を記入し、備品を借り受けてください。借

り受ける方の学生証を拝見します。開錠が必要な場合、事務員が備品設置場所に行きます。 

2) 利用が終了したときは、速やかに所定の位置に備品を返却してください。施錠が必要な場合、事務員

が備品設置場所に行き、施錠・返却を確認します。 

 

室内常置備品の移動申請手続 
 室内常置備品を他の教室に移動させる場合は、備品移動申請が必要です。 

 

コミプラ事務室窓口での手続に必要なもの 

 ・備品移動申請書 事務室窓口で配布 

 ・代表者・副代表者の学生証   必ず本人が持参してください。代理は認めません。 

 

手続方法 

1) 室内常置備品の移動を希望する団体の代表者（副代表者）は北館・和館事務室で備品移動申請書を

記入し、申請書を事務員に提出してください。申請者の学生証も拝見します。 

2) 利用が終了したときは、速やかに所定の位置に備品を返却してください。開錠・施錠が必要な場合、事

務員が備品設置場所に行き、開錠・施錠と返却の確認を行います。 

 

室内常置備品を移動する際の注意事項 

É 備品の移動及び現状復帰は、備品を移動させる団体が責任をもって行ってください。移動等に伴って

発生した備品の破損等については、移動させる団体の責任となります。 

É 備品の移動及び使用は、当団体が予約している利用単位の時間内でのみ行い、予約している利用

単位の終了時刻までに現状復帰を終了してください。 

É 移動開始時には団体利用がないが移動先団体の利用単位内に使用予定がある教室から備品を移

動させる場合、事前に移動元教室利用団体から書面で備品移動の許可を得ていない限り、備品の

移動を許可しません（移動元教室利用団体が複数の場合、全ての団体から許可を得ること）。 

É 原則的に、２階から３階、３階から２階への備品移動を許可しません。 

É その他、事務室から指示されたことを守ってください。 
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北館共用部分の利用 
  コミュニケーション･プラザ北館２・３階には、廊下・ラウンジに椅子やテーブルが設置されており、休憩や学

習などに使うことができます。駒場コミュニケーション･プラザ PFI 株式会社では、廊下・館外の大庇下・購買部

書籍部横庇下・購買部書籍部間通路などを各種練習などに使用することを認めていません。 

 

利用できる場所 

 ・北館 2・3 階廊下のベンチ 

 ・北館 3階ラウンジのテーブル・椅子、カウンター 

 

利用時の注意事項 

É 利用開始・終了時は、特別な利用手続を必要としません。 

É 食事（お菓子を含む）をとることを禁じます。飲み物は、蓋の閉まる容器（ペットボトル、水筒など）に入

っているもののみ許可します。紙コップ（蓋付きを含む）などの使用は行わないでください。 

É 廊下・ラウンジのコンセントから電源を取ることはできません。 

É 椅子・ベンチを、机や作業台・踏み台として利用したり、横になったりすることはお断りします。 

É テーブル、椅子、ベンチなどを設置場所から移動させないでください。 

É その他、本冊子３～５ページの利用上の注意と３７ページの利用規則を守って利用してください。 

 

南館メディアギャラリーの利用 
  コミプラ事務室では、南館メディアギャラリー（２階ダイニング銀杏脇通路）の使用申請を受付けています。 

 

使用条件 

 ・利用団体が北館・和館に団体登録をしている（授業等の場合、担当教員が教務課を通じ申請してください） 

 ・原則的に、幅 28mの展示スペース全体を使用する 

 ・利用期間は設置・撤去を含めて、10 日以上４週間以下とする（食堂休業時は、展示・準備・撤収できません） 

 

メディアギャラリーで利用できる設備 

 ピクチャーレール……展示物の重量がレール１本あたり 50kg を超えないようにすること 

 ライティングダクト……1500w/1 回路を超えないようにすること（ライトは要持込。合計 2回路が設置） 

 

展示物の制限 

 ・幅28m×高さ2.7m×奥行き0.2mに収まるもの（壁面からの距離が20cmを超える展示物は撤去対象です）。 

 ・南館入口や階段を通過できるもの（分解物の組み上げの際のみ、ギャラリーでの工具使用を認めます）。 

 ・展示物は、立体物を含め、ピクチャーレールを利用して壁にかけられるものとします。 

  （壁面への釘やテープ、糊等の使用、床面へのボード、展示台等の設置はできません） 
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 ・臭気・音を伴う展示は認められません。 

 ・展示物に関する法的手続きが必要な場合、これが済んでいること（著作権処理、使用権の獲得など） 

 ・上記に反する展示物がある場合、予告なく展示を中止させ、または当該展示物を撤去することがあります。 

 

コミプラ事務室から貸出を受けられるもの 

 ピクチャーレール用フック・ワイヤー……必要数に応じて （他の展示用備品はありません） 

 展示準備・片付け用脚立…1台 （各日毎に返却すること） 

 掲示板（展示開催を示すチラシ等用、展示物を掲示できるものではありません）……2台 

 

予約方法 

コミプラ事務室窓口での手続に必要なもの 

 ・メディアギャラリー利用申請書 事務室で配布 

 ・代表者・副代表者の学生証  必ず本人が持参してください。代理は認めません 

 

メディアギャラリー使用申請 

1) メディアギャラリーの使用申請を行う代表者（副代表者）は、所定の申請書に展示内容や期間等を記

入し、顧問等の教員の押印を受けた上で、申請書をコミプラ事務室に提出してください。 

2) 利用日程のギャラリーを予約し、事務室印を押印した上で申請書を申請者に返却します。 

3) 2)で返却された申請書を、学生支援課（アドミニ棟８番窓口）に提出、学部の審査を受けてください。 

4) 学生支援課から利用申請団体に利用の可否が伝えられます。 

5) 利用申請団体は 4)で伝えられた可否を、コミプラ事務室に連絡してください。 

 

利用方法 

コミプラ事務室窓口での手続に必要なもの 

 ・予約時と同じ ただし、使用申請書には学部の許可印が押してあること 

 

ECCSについて 

 駒場コミュニケーション・プラザ各館は、東京大学情報基盤センター教育用計算機システム（ECCS)のユ

ーザー携帯端末接続環境（有線／無線)が整備されていますので、利用者（ただし、ECCS アカウント取得

者に限る）は、自分の PCからインターネットに接続できます（有線ポート設置は和室２・３を除く）。 

 なお、ECCS の利用に際しては、ECCSのウェブサイトを参照してください。 

  

ECCS ウェブサイト http://www.ecc.u-tokyo.ac.jp/ 

http://www.ecc.u-tokyo.ac.jp/
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利用規則等違反とペナルティ 
 

 駒場コミュニケーション･プラザ利用規則や利用上の注意に違反した団体あるいは個人に対し、利用の

中止・停止等の措置を行うことがあります。 

 なお、規則違反により各種利用制限を受けた団体は、その利用制限措置期間中に下記を含むあらゆる

コミプラに関する手続きを行うことができません。 

・ 北館・和館予約手続（利用停止措置団体のみ。事前予約申請も不可） 

・ 団体登録更新 

・ 団体登録内容変更（代表・副代表の変更、削除、追加） 

 

利用制限基準 
 下記の利用制限基準では、これまでの利用規則等違反の事例に基づき、各団体に課される利用制限

等を記載しています。原則的に、各団体に課される利用制限措置の内容は下記の基準にしたがいますが、

違反態様が悪質・または軽微である場合等に、東京大学及び駒場コミュニケーション・プラザ PFI 株式会

社の判断のもと、下記基準より重い・軽い制限措置を課す場合があります。 

 また、東京大学及び駒場コミュニケーション・プラザ PFI 株式会社が、その利用規則等への違反の態様

から、違反した団体（及びその代表者等構成員）又は個人に利用制限措置を課すことが妥当であると判

断した場合、下記に該当しない内容でも、利用制限措置等がとられる可能性があります。 

 

 

 

北館・和館の利用態様に対する利用制限 

 

A 違反内容 北館での食事の禁止 

  利用制限 利用停止６ヵ月 

  具体例 北館の利用中に、教室内や館内の共用部分で食事（菓子を含む）をとる 

B 違反内容 飲酒 

  利用制限 利用停止１２ヶ月 

  
具体例 事務員による現認・和室のゴミ・匂いの残留等により、館内で飲酒を行っていたと判断さ

れた 

C 違反内容 許可のない火気使用 

  利用制限 利用停止６ヵ月 

  
具体例 コミュニケーション･プラザ北館・和館にて、北館・和館事務室に事前に申請し許可を得

た以外の火気を使用する（喫煙を含む） 
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D 違反内容 教室貸出を受けた団体と実際の利用主体が同一ではない 

  利用制限 利用停止６ヵ月（教室貸出を受けた団体と、実際の利用主体双方） 

  

具体例 団体A名義で貸出を受けた教室を団体Bや、団体A代表 a個人の活動の目的で使用

する。 

（団体 Aの代表 aが団体Bの構成員であっても、団体A名義で貸出を受けた教室を団

体 Bや代表者 a個人の活動で使用することは認められない） 

E 違反内容 予約外の団体利用 

  利用制限 利用停止２ヵ月（悪質な場合６ヵ月） 

  

具体例 教室返却手続後等、利用予約を行った単位外で教室を利用している 

（他者の利用を妨げる形で個人利用を行っている場合に、これを予約外の団体利用と

みなす場合があります） 

F 違反内容 鍵返却遅延累積 

  利用制限 利用停止１ヵ月 

  
具体例 同一年度内の利用終了時間を経過した鍵返却遅延の累積が５回 

（原則、返却が利用終了後 10 分を超えた・閉館時間を過ぎた場合をカウント） 

G 違反内容 荷物、ゴミの放置、清掃の不備 

  利用制限 利用停止１ヵ月（悪質な場合３ヵ月） 

  
具体例 教室返却手続後、利用していた教室内に団体の荷物が置かれたままである、大きなゴ

ミが残っているなど簡易清掃を行っていない 

H 違反内容 施設の汚損・破損・紛失 

  
利用制限 実費弁償（重大な備品の紛失・破損の場合、別途利用停止措置が取られる可能性があ

る） 

  
具体例 教室鍵を紛失する、椅子の脚を折る、カーペット等に染みをつくる、床や壁に大きな傷を

つける等 

I 違反内容 和室隣室への侵入、無断使用 

  利用制限 利用停止２ヵ月 

  具体例 襖をあけて借りていない隣の部屋を使っている。 

J 違反内容 和館予約内容の虚偽申告（女子利用申告時の男子入室） 

  利用制限 利用停止２ヵ月 

  
具体例 女子のみの利用と申告して和室５・６を予約したにもかかわらず、部屋を男性も使用し

ている 

K 違反内容 和館での騒音等近隣からの苦情 

  利用制限 利用停止２ヵ月 

  具体例 深夜、近所から守衛室に騒音苦情が入る 
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利用予約のキャンセルに対する利用制限 

 

A 違反内容 月内１回目の無断キャンセル 

  利用制限 翌々月の事前予約を受付けない 

  

具体例 月内ではじめて、予約キャンセル手続なく、予約した教室の利用を行わなかった 

※ 同年度内３度目は C、B・C での利用停止期間経過後は月内１度目でも Dの措置 

※ 同日内に複数回鍵の貸出を受ける場合、貸出回数分、違反回数が加算されます 

B 違反内容 同月内累積２回の無断キャンセル 

  利用制限 利用停止２ヵ月 

  具体例 同じ月に合計２回、予約キャンセル手続なく、予約した教室の利用を行わなかった 

C 違反内容 同一年度内累積３回の無断キャンセル 

  利用制限 利用停止２ヵ月 

  
具体例 同じ年度内の異なる月に合計３回、予約キャンセル手続なく、予約した教室の利用を

行わなかった 

D 違反内容 無断キャンセル累積による利用停止期間経過後の無断キャンセル 

  
利用制限 上記 B・C の違反による利用停止期間経過後の無断キャンセル一回ごとに利用停止

３ヵ月 

  
具体例 上記 B・C による利用停止期間経過後、再度予約キャンセル手続なく、予約した教室

の利用を行わなかった 

E 違反内容 同一年度内当日キャンセル累積 

  利用制限 利用停止１ヵ月 

  
具体例 同一年度内に累計３回、利用予約キャンセル手続を前日までではなく当日になってか

ら行った 

Ｆ 違反内容 和館キャンセル料の未払い 

  
利用制限 キャンセル料の支払いがあるまで和館利用停止（支払いがあるまで、北館について

は新たな予約を受付けません。既に予約してある分については、利用できます） 

  
具体例 和館の利用キャンセル時、利用予定日次週同日を過ぎても規定のキャンセル料を支

払わない 

 

 

利用制限期間の計算方法 

 ○月×日に△ヵ月利用停止とされた場合、○月の×日以降＋△ヵ月の利用停止です。 

   例１： 処分日・内容…5/28、利用停止 6 ヵ月 停止期間…5/28～11/30 

   例２： 処分日・内容…2/3、利用停止 2 ヵ月 停止期間…2/3～4/30 

（利用停止期間中、団体登録更新不可。既更新の場合、更新団体に停止期間引継） 
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授業その他教職員による利用 
 

 駒場コミュニケーション･プラザを、教養学部・総合文化研究科などの授業、シンポジウムや学会などの

催し物の開催に利用することができます。 

 また、学生の利用同様の手続により、教職員のサークル活動等にも利用できます。 

 利用の際は、３ページから６ページの利用上の注意と、３７ページの利用規則を遵守してください。 

 

 

授業利用 
 当館の教室等を本学の授業に使用することができます。 

 学期を通じて当館の教室等を正課授業に利用したい場合、各学期の授業時間割編成時までに教養学

部等教務課に問い合わせてください。 

 教務課を通じて北館・和館事務室に予約が申し込まれ、正式に予約が決定します。 

 

 基本的に、各期における授業時間割編成時を過ぎた場合であっても、利用を希望する教室等に空きが

あれば使用することができます。ただし、他の予約との関係で優先されない場合があります。 

 この場合も、教務課にまず問い合わせてください。教務課より希望日時の使用状況の照会が行われ、

授業が可能であるか返答されます。 

 

 本学の正課授業以外に、演奏会・講演会その他の催事で教室を使用する場合も、後述の学術研究等

利用ではなく、授業利用として、教室の一時使用料がかからないことがあります。 

 詳細は、教養学部教務企画係にお問い合わせください。 

 この場合も、教務課を通じて北館・和館事務室に予約が申し込まれ、正式に予約が決定します。 

 

連絡先： 

東京大学教養学部教務課前期課程第一係 （前期課程の授業の場合） 

  TEL:5454-6328・4443（内線：46328・44443） 

東京大学教養学部・教務課教務企画係 （正課授業ではない場合） 

  TEL:5454-6328・4443（内線：46328・44443） 
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学術研究等利用（教室借用） 

 駒場コミュニケーション･プラザの教室等を学会、シンポジウム等で使用することができます。 

 北・和館の利用とも、駒場コミュニケーション・プラザと総合文化研究科の２ヶ所で所定の手続きが必要

ですが、北館の借用と和館の借用で手続が異なる点があります。ご注意ください 

 

受付期間 

 使用希望日の６ヶ月前の同日～２ヶ月前の同日まで 

  ※ ２ヶ月前の同日が土日祝日の場合、その前日を期限とします。 

  ※ 教務企画係への申請期限です。事前に北館・和館事務室での手続きが必要です。 

    余裕を持ってお申し込みください。 

  ※ 授業期間中の平日は、正課授業（例年、授業開始 1 ヶ月前）の編成終了まで予約できません。 

 

コミプラ事務室窓口での手続に必要なもの 

 ・学術研究等利用申請書   事務室で配布 または、依頼によりデータを送付 

 ・来室者の身分証 

   申請時に提示していただきます 

 

使用を認める利用 

 教養学部教務企画係にお問い合わせください。 

 概ね、東京大学大学院総合文化研究科・教養学部教室一時貸付規則の規定内容に沿います。 

 

連絡先： 

東京大学駒場コミュニケーション・プラザ北館・和館事務室 

  TEL: 03-5465-8847（内線：48847） 

  コミプラ.com http://www.com-pla.com 

東京大学教養学部・教務課教務企画係 

  TEL: 03-5454-6328・4443（内線：46328・44443） 

教室借用及び教室設備情報（東京大学 大学院総合文化研究科・教養学部） 

  http://www.c.u-tokyo.ac.jp/faculty/classroom/index.html 

 

北館借用の手続き 
1) 利用希望者はあらかじめ教室の空き状況を確認し、メールまたは電話で北館・和館事務室への仮予

約申請（空室の確保）を行ってください。教室が確保できれば、事務室よりその旨を連絡します。 

2) 連絡を受け取り次第、速やかに（数日以内に）、北館・和館事務室窓口にお越しください。所定の書式

に基づき「学術研究等使用申請書」を記入していただきます（書式は、ご希望があれば、メールで担当

者に送付しますが、北館・和館事務室へ直接ご提出いただきます）。 

http://www.com-pla.com/
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/faculty/classroom/index.html
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3) 学術研究等使用申請書と引き換えに、仮予約の完了書をお渡しします。 

その際、来室者の職員証を提示していただきます。 

4) 仮予約の完了後、教養学部所定の申請書に必要事項を記載のうえ、会合の参加者や内容などが具

体的に確認できる資料を添付して、教養学部教務課に教室等借用申請を行ってください。 

会合の内容及び使用予定期間等を確認後、学術研究等利用としての利用が承認された場合、教養学

部教務課から使用許可証を発行いたします。この際、教養学部に所定の使用料金を納めていただき

ます。 

5) 利用時に、申請者又は代理の方が身分証明書をご提示の上、上記の利用許可書を北館・和館事務室

まで提出してください。 

利用手続は教室の貸出手続（20 ページ以下）に準じます。 

その他必要な事項については、東京大学大学院総合文化研究科・教養学部教室一時貸付規則に準じ

ます。 

 

和館借用の手続き 
1) 利用希望者は、教務課教務企画係に、和館を学術研究等利用（教室借用）で使用したい旨をご連絡く

ださい。 

2) 学術研究等利用として承認された後、教務企画係より事務室に連絡が入り、予約を行います。 

3) 教室が確保できれば、事務室よりその旨と必要事項を連絡いたします。予め、教務企画係に連絡先の

メールアドレスをお教えください。 

4) 連絡を受け取り次第、速やかに（数日以内に）、所定の書式に基づき「学術研究等使用申請書」を記入

していただきます（書式は、ご希望があれば、メールで担当者に送付しますが、北館・和館事務室へ直

接ご提出いただきます）。 

5) 学術研究等使用申請書と引き換えに、利用許可書をお渡しします。職員証を提示していただきますの

で、携行してください。その際、規定の施設利用料について説明いたします。 

6) 利用時に、申請者又は代理の方が身分証明書をご提示の上、上記の利用許可書と施設利用券（35参

照）を北館・和館事務室まで提出してください。 

利用手続は教室の貸出手続（20 ページ以下）に準じます。 

 

南館の利用について 

 コミュニケーション・プラザ南館「3階交流ラウンジ」・「2階Dining銀杏」で会合・パーティー･会食・

コンパ等をお考えの場合、東大生協駒場食堂部にお問い合わせください（Dining 銀杏は、正面入

口側を食堂B、イタトマに近い側を食堂 C として区切って利用することができます）。 

 予約状況は以下で確認することができます。 

 

  東大生協駒場食堂部 ０３－３４６９－７１４７ （内線）４６１８４ 

        予約状況  http://www.utcoop.or.jp/com-south/reservation.html  
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利用補助 

1) 機材備品の貸出、会場設営 

Õ  授業等または東京大学教養学部主催の特別講座等で教室を利用する場合は、教室へ

の機材の持ち込みや会場設営等の準備、受付・案内・会場整理等の補助を行います。 

 必要となる場合は事前にお問い合わせください。 

 教室内備品の簡易説明書は、教室内に用意してあります。 

Õ  学会および研究会等で利用する場合は、利用者自らが会場のセッティング等を行ってく

ださい。ただし有償で会場設営、受付案内業務、特殊機器の貸出等を斡旋することも可

能です。 

 必要となる場合は事前にお問い合わせください。  

2) その他 

Õ 東大生協駒場食堂部、駒場購買部と連携し、コピーサービス、弁当・コーヒー等の飲食物

の提供についての取り次ぎを行うことが可能です。 

（北館内では、軽食を含む食事、カップでの飲料の提供ができません） 

 

連絡先： 

東京大学駒場コミュニケーション・プラザ北館・和館事務室 

  TEL:03-5465-8847（内線：48847） 

  コミプラ.com http://www.com-pla.com 

東大生協駒場本部 

  TEL:03-3469-9050 (内線 44812) 

 

 

 

 

教職員団体・個人での利用 
 

駒場コミュニケーション･プラザ北館・和館を教職員のサークル活動等や個人での練習・実習の

ために使用する場合、原則的に、学生と同様の取扱となります。 

使用を希望する場合、本手引きの 27 ページ以前をお読みください。 

http://www.com-pla.com/
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よくある質問 
Ｑ ホワイトボードペンのインク切れはどうすれば？ 

Ａ 事務室までお持ちくだされば、交換します。 
 

Ｑ ピアノの調律はしていますか？ 

Ａ 定期的に行っています。 
 

Ｑ 追加してほしい備品があるのですか… 

Ａ 備品は大学と協議の上で購入していますので、

12 月実施のアンケートでご要望をお寄せください。 
 

Ｑ 空調の温度を変えられませんか？ 

Ａ 温度は大学との協議で設定しているので、変更

できません。 
 

Ｑ 和室は何人入ることができますか？ 

Ａ 1部屋16畳で、座卓が3台あるので、集会などで

利用する場合には 15人～20 人ほど、布団を敷いて

寝る場合には 6人～8人ほどを目安としてください。 
 

Ｑ 和室で鍋パーティーをしたいのですが… 

Ａ IH 調理器具を使用し、設備を汚損しなければ、構

いません（カセットコンロ等、火気厳禁）。 
 

Ｑ 館内で撮影してもいいですか？ 

Ａ 雑誌・新聞・テレビの取材などで館内において撮

影を行う場合は、事前にお問い合わせください。サー

クルの活動の一環であっても、撮影方法や場所、日

時など、許可できない場合があります。 
 

Ｑ 利用開始までに和室の利用券を購入できません

でした。 

Ａ 和室の鍵をお貸しする際に学生証をお預かりしま

す。使用分の利用券を購買部の営業時間内に購入

していただき、事務室にお持ちください。利用券が確

認できれば、学生証をお返しします。 
 

Ｑ 落し物をしたのですが… 

Ａ コミプラ事務室に届いた物は学生証を確認した上

で返却します（1 週間ごとに学生支援課に移管）。北

館 1階の生協事務室に届いている場合もあるので、

そちらも確認してみてください。 
 

Ｑ チラシやポスターを廊下などに貼りたい。 

Ａ 掲示版以外への貼付は、授業・学術研究等利用

当日の開催案内の館内掲示以外認めません。 
 

Ｑ 所属団体や他団体の代表者の連絡先を教えてく

ださい。 

Ａ 所属団体の代表者については、所属団体内でお

聞きください。他団体の代表者については、団体の

許可なくお教えできません。 

 

多目的教室・身体運動実習室での活動について 

 利用上の注意（３ページから６ページ）に北館・和館での禁止事項を記載しましたが、その他、多目的教室・

身体運動実習室での活動では以下のことを考慮してください。 

・隣室から苦情があった場合、音楽練習等大きな音を出す行為を即刻中止していただきます。 

 多目的・身体の各室は、その予定用途から防音設備を整えていません。その為、練習の際に出す音が

大きい場合、隣室に聞こえ、隣室の利用者の活動の妨げとなる場合があります。 

 練習の規模や利用人数に予め制限を課すことは行いませんが、利用中に隣室から苦情があった場合、

苦情の対象となった行為を中止することを多目的教室・身体運動実習室での音楽練習等の前提として

いただきます（当然、演劇・ダンスの練習などにおいても、騒音などの苦情があった場合、対象の行為を

中止する必要があります）。 
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北館 設備一覧 
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和館 設備一覧 
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駒場コミュニケーション・プラザ利用規則 
 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東京大学（以下「本学」と

いう。）と本件施設の維持管理を受託した特

別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）が協議のう

え、駒場コミュニケーション・プラザ、付帯の各

施設及びセンターコート（中庭）（以下、個別に

又は総称して「プラザ」という。）の利用につい

て定めるものとする。 
 

（利用の目的） 

第２条 プラザは、次の各号に掲げる目的に

利用することができる。 

1.本学学生の正課授業及びそれに準ずるも

の 

2.本学学生の課外活動 

3.本学教職員の学術研究等 

4.公開講座等社会連携事業 

5.前各号に定めるもののほか、本学大学院総

合文化研究科長（以下「研究科長」という。）

が適当と認めたもの。 
 

（利用者の範囲） 

第３条 プラザを利用できる者は、次の各号に

掲げる者とする。 

1.本学教職員 

2.研究科長が認める本学学生の団体 

3.前各号に定めるもののほか、研究科長が適

当と認めた者 
 

（利用の申込み） 

第４条 第２条第（１）号に規定する目的でプラ

ザを利用する場合は、各学期の授業時間割

編成時までに本学教職員が教務課に申し込

むものとする。 

２ 第２条第（１）号以外の目的でプラザを利

用する場合は、別途定める利用手引に従い

事前にＳＰＣに申し込むものとする。 
 

（利用責任） 

第５条 利用者はプラザの利用後は、消灯、

窓扉等の戸締まり及び簡易清掃（ゴミ拾い）

に十分注意し、利用前の状態に復するものと

する。 

２ 利用者はプラザの利用にあたっては、本

規則を遵守し、また本学ならびにＳＰＣの職員

の指示に従うものとする。 

３ プラザ利用に伴う人身事故及び物品・展

示品等の盗難・破損事故などの全ての事故

については、本学並びにＳＰＣに過失が無い

限り、利用者が自ら一切の責任を負うものと

する。 
 

（損害賠償） 

第６条 利用者は利用中（準備・撤去を含む）

にプラザの設備及び備品を破損、汚損又は

亡失したときは、直ちにＳＰＣに報告しなけれ

ばならない。 

２ ＳＰＣは、前項について速やかに本学に報

告する。 

３ ＳＰＣと本学が協議のうえ適当と認めた場

合には、第１項を合理的な範囲で原状回復す

るのに必要な費用を、本学を通じて利用者に

損害賠償請求するものとする。 
 

（遵守事項）  

第７条 利用者は、次の各号に掲げる事項を

遵守するとともに本学及びＳＰＣが管理運営

上必要と認めて行う措置に従わなければなら

ない。 

1.規律の維持に務め、プラザ、プラザの設備

及び備品を丁寧に取り扱い、これらを汚損し、

又は損傷しないこと。 

2.品位を保ち、清潔に留意して、他人に不安

又は不快感を起こさせる行為を行わないこ

と。 

3.爆発物、発火の危険のある物品を持ち込ま

ないこと。 

4.所定の場所以外で喫煙・飲酒及び飲食を行

わないこと。 

5.プラザ付帯設備、備品等を許可なく移動し

ないこと。 

6.本学及びＳＰＣが事前に承認した場所及び

期間を除いて、掲示物（張り紙、ポスター等を

含むが、これに限らない。）を掲示しないこと。 

7.許可無く物品（机、椅子、立て看板、自転車

等を含むが、これに限らない。）を設置もしく

は放置しないこと。 

8.プラザの利用に当たっては、その利用目的

に従って利用し、他の利用者に迷惑を及ぼす

行為を行わないこと。 
 

（利用制限） 

第８条 下記の各号に該当する場合、本学及

びＳＰＣは利用を中止させること及び予め利

用申込みを受け付けないことが出来る。 

1.第２条（利用の目的）を逸脱している場合、

又はそのおそれがあると認められるとき。 

2.公の秩序または善良な風俗を乱している場

合、又はそのおそれがあると認められるとき。 

3.プラザの他の利用者に支障をきたしている

場合、又はそのおそれがあると認められると

き。 

4.プラザ及び付帯設備を損傷した場合、又は

そのおそれがあると認められるとき。 

5.営利を目的とする会合、特定の宗教団体の

布教活動を目的とする会合、選挙の事前運

動に当る会合、若しくは選挙の公平を冒すお

それの強い会合を開催している場合、または

それらに該当する会合を開催するおそれがあ

ると認められるとき。 

6.その他、学生の教育という教室貸与の基本

原則に反すると判断した場合及びプラザの管

理・運営上支障がある場合、またはそれらの

おそれがあると認められるとき。 
 

（機器の利用） 

第９条 プラザの利用時にプラザの設備及び

備品を利用する場合は、別途定める利用手

引に従うものとする。 

２ プラザの利用時にプラザ付帯の機器以外

の機器を利用者が持ち込んで利用する場は、

別途定める利用手引に従い、事前に本学及

びＳＰＣの承認を得るものとする。 
 

（罰則） 

第 10 条 この規則に違反した者は、プラザの

利用を一定期間停止、又は禁止することがあ

る。 
 

（本規則の変更） 

第11条 この規則は、本学とＳＰＣが協議のう

え変更することができる。 

 

第２章 北館の利用  

（利用施設の範囲） 

第 12 条 この規則において利用を認める北

館は、次の各号に掲げる施設とする。 

1.多目的教室 1～4 

2.舞台芸術実習室及びその準備室 

3.音楽実習室及びその準備室 

4.身体運動実習室 1～3 

5.身体運動実習準備室 

6.ラウンジ等共用部分 
 

（開館日及び開館時間）  

第 13 条 北館を利用できる日及び時間は、Ｓ

ＰＣが別途定める年間業務計画書に定めるも

のとする。 

２ 本学が必要と認めたときは、ＳＰＣと協議

のうえ前項で定められた開館日及び開館時

間を変更することがある。 
 

（ラウンジ等共用部分の利用） 

第14条 第12条(６)号ラウンジ等共用部分は、

第13条（開館日及び開館時間）に定められた

時間内に限り、第２条（利用の目的）以外の

利用を認め、その場合は第４条（利用の申込

み）を適用しない。 
 

第３章 和館の利用 

（利用施設の範囲） 

第 15 条 この規則において利用を認める和

館は、和館 1～6 とする。 
 

（開館日及び開館時間） 

第 16 条 和館を利用できる日及び時間は、Ｓ

ＰＣが別途定める年間業務計画書に定めるも

のとする。 

２ 本学が必要と認めたときは、ＳＰＣと協議

のうえ前項で定められた開館日及び開館時

間を変更することがある。 
 

（使用料） 

第 17 条 和館を利用する場合は、所定の使

用料を本学に支払うものとする。 
 

第４章 南館の利用 

（利用施設の範囲） 

第 18 条 この規則において利用を認める南

館は、食堂Ａ～Ｄ、及び交流ラウンジとする。 
 

（開館日及び開館時間） 

第 19 条 南館を利用できる日及び時間は、Ｓ

ＰＣが別途定める年間業務計画書に定めるも

のとする。 

２ 本学が必要と認めたときは、ＳＰＣと協議

のうえ前項で定められた開館日及び開館時

間を変更することがある。 
 

（利用範囲の限定解除） 

第 20 条 南館は、第 19 条（開館日及び開館

時間）に定められた時間内に限り、第２条（利

用の目的）以外の利用を認め、その場合は第

４条（利用の申込み）を適用しない。 
 

補 足 

センターコート（中庭）については、本利用規

則の第 5条乃至第 8条のみ適用する。 
 

附 則 

この規則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行す

る。(平成 23 年 10 月 17 日 一部改訂)
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